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１ 資料 
 

和歌山県立文書館「授業で使える和歌山の資料」 

 

全国的に自由民権運動が広まる中、1881(明治 14)年、和歌山県内全域の士族・豪農などの有力層が集

まり、濱口梧陵
は ま ぐ ち ご り ょ う

を会長とする木国同友会が結成されました。設立の過程で作成されたとみられる木国

同友会仮規則から、和歌山の自由民権運動とそれに影響を与えた濱口の考えをみていきます。 

＊資料のデジタル画像を見る 
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（１）自由民権運動の広まりと急進化 

 全国的な自由民権運動の広まりを受けて、政府は 1881(明治 14)年 10 月に国会開設の勅諭
ちょくゆ

を出し、

1890(明治 23)年に国会を開設すると公約しました。その後、板垣退
いたがきたい

助
すけ

を党首とする自由党や大隈
おおくま

重信
しげのぶ

を党首とする立憲
りっけん

改進党
かいしんとう

が結成され、各地で国会開設に備えた政党が多く組織されていきました。 

 一方、政府による自由民権運動の弾圧1や松方
まつかた

財政
ざいせい

2による農村の不況に対する反発から、1882(明治

15)年以降、福島事件や秩父
ち ち ぶ

事件など各地で騒擾
そうじょう

が続き、自由民権運動は急進化していきました。 

（２）木国同友会3 

 このような背景のなか和歌山県では、1881(明治 14)年 12 月、木国同友会が結

成されました。木国同友会は会員約 1100 人、県内各地域の有力者層をほとんど

網羅
も う ら

した全県的な規模の組織でした。会長は「稲
いな

むらの火」の逸話
い つ わ

で知られ、和

歌山県会の初代議長を務めるなど政治家としても活躍した濱口梧陵
はまぐちごりょう

でした。 

 当時の県会は、予算案をめぐって県令
けんれい

と民権派の県会議員が対立しており、こ

の解決のために木国同友会の結成が目指されました。1880(明治 13)年 7 月から、

濱口と紀北地域の自由民権運動を主導していた児玉
こ だ ま

仲児
ちゅうじ

をはじめとす

る民権派の県会議員の間で結成に向けた議論が始まります。児玉らは

1878(明治 11)年に実学社4を設立していましたが、木国同友会結成直前

の 10 月に解散し、会員の多くは木国同友会へと合流しています。 

仮規則は、明確な作成時期はわかっていませんが、木国同友会の行動規範として結成に係る議論の

過程で作られたと考えられ、自由民権運動の急進化を恐れて県民の融和を第一と考える濱口の考えが

色濃く反映されています。しかし、結成時に出された「木国同友会規則」には「自由ヲ伸張
しんちょう

」や「立

憲ノ政体ヲ賛
さ ん

立
り つ

」との記述が盛り込まれ、「自由党盟約
め い や く

」での「自由ヲ拡充
かくじゅう

」や「立憲政体ヲ確立」と

いった記述と近く、児玉ら旧実学社の会員の意向が強く表れたものとなっています。この変化の経緯

は明らかになっていません。木国同友会は和歌山県内でともに広い影響力をもつ濱口と児玉が属して

おり、このことが和歌山県において自由民権運動が急進化しなかった要因の一つだと考えられます。 

その後、1885(明治 18)年に濱口が死去すると、木国同友会の活動は行われなくなりました。 

（３）本資料について 

 本資料からは、濱口の考えの影響を読み取ることができます。条文は第１条から第８条まであり、

第１条では木国同友会の目的が記されています。その中には「開智治生
か い ち ち せ い

ノ学ヲ修メ」「相共
あいとも

ニ利害休戚
きゅうせき

ヲ同
おなじ

クシ」とあり、県民が知識を広めて生活することや県民の対立を避けようとしていることがわ

かります。また「県下一般ニ関スル事件ノ得失
とくしつ

ヲ講究
こうきゅう

シテ県会ノ参考ニ供
きょう

ス」とあり、木国同友会

は県会のための組織と捉えられます。第 2 条から第 8 条までは組織の運用に関する規則が定められて

います。一方、立憲政体の確立といった政党としての明確な主義は記されていません。 

 以上のように本資料は、県民の対立を避けて県政の安全と県事業の発達を図るといった木国同友会

に対する濱口の考えが強く表れています。 

 
1 政府は 1882(明治 15)年に集会条例を改正し、政党の支部設置を禁止するといった対応をとりました。 

2 1881(明治 14)年に大蔵
おおくら

卿
きょう

となった松方
まつかた

正義
まさよし

による厳しい緊縮
きんしゅく

財政
ざいせい

・デフレ政策のこと。これにより、米・繭などの価格

が下落し、農村において深刻な不況となりました。 

3 「木国」の読み方は『和歌山県史 近現代１』では「きのくに」としていますが、他の文献には「ぼくこく」や「もくこ

く」とするものもあります。 

4 児玉ら那賀郡粉河
こ か わ

村(現紀の川市粉河)の豪農層が中心となって結成された組織のこと。国会開設建白書を太政官に提出す

るなどの活動をしていました。詳しい内容は「紀北の自由民権運動」シートを参照。 

２ 解説 
 

濱口梧陵 

（出典：『和歌山県史 近現代１』） 

https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/monjyo/archive/kyouiku/jitsugakusya/doc/sheet.pdf
https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/monjyo/archive/kyouiku/kinokunidoyukai/index.html
https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/monjyo/archive/kyouiku/jitsugakusya/doc/sheet.pdf
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⚫ 中学校社会〔歴史的分野〕の場合…C近現代の日本と世界 

自由民権運動の全国的な広まりが和歌山にも及んでいたことを、和歌山県の生徒にとってなじ

みが深いと考えられる濱口梧陵から学ぶことができます。 

⚫ 歴史総合の場合…B近代化と私たち 

B(1)近代化への問いの「権利意識と政治参加や国民の義務」に関する資料として活用できます。

例えば、「資料では、木国同友会の目的は何と記されているか。」、「その目的の背景にある歴史的

な事情は何か考えてみよう。」などと問いかけることで、当時の和歌山の人々が権利意識と政治参

加や国民意識についてどのように考えていたのかと関心を持ち、疑問に思ったことや追究したい

ことを考えるきっかけになります。また、自由民権運動と国民国家の形成に関する学習や単元の

まとめの授業での資料としても活用できます。 

⚫ 日本史探究の場合…D近現代の地域・日本と世界 

D(2)歴史資料と近代の展望において、本資料から和歌山県下の有志者たちが和歌山県や全国の

政治の議論をしようとしていたことを読み取り、近代の特色のひとつである国民の政治参加を身

近な地域の視点から考えることができます。さらに、近代の地域と日本の人々の政治参加の意識

が、近世とは異なっていることに関心を持ち、本資料などをもとにその背景を考察することがで

きます。 

本資料のほかに「木国同友会規則」、「自由党盟約」を取り上げ、「なぜ仮規則と規則で第 1 条が

変化したのだろうか？」と問いかけることで、和歌山県のなかでも自由民権運動に対する考え方

が異なる勢力がいたことを考察できます。そして、解説シートを提示して「仮規則の記述で濱口

梧陵の考えと近い部分はどれだろう？」と問いかけることで、木国同友会と自由党の主張の異な

る部分を考えられ、近代の人々と政治とのかかわりについて地域社会と日本全体が連動しつつも、

地域によって異なる部分もあると考察できます。 

 

 
・当館所蔵 北一夫氏旧蔵北家文書 整理番号 ケ-88 「木国同友会仮規則」 

※文書群の詳細については、「北一夫氏旧蔵北家文書目録 解題」（PDF）をご覧ください。 

 

 
・「木国同友会規則」（和歌山県立図書館所蔵） 

・「自由党盟約」（国立国会図書館デジタルコレクション） 

・「立憲改進党綱領撮要」（国立国会図書館デジタルコレクション） 

・「紀の国の先人たち 浜口梧陵」（和歌山県ふるさとアーカイブ） 

 

 
・和歌山県史編さん委員会編『和歌山県史 近現代１』和歌山県、1989 年 

・和歌山市史編纂委員会編『和歌山市史 第３巻』和歌山市、1990 年 

・杉村広太郎編『浜口梧陵伝』浜口梧陵銅像建設委員会、1920 年 

・安藤精一『和歌山の研究 第４巻 近代編』清文堂出版、1978 年 

３ 活用のポイント 
 

４ 出典 
 

５ 関連資料・ウェブサイト等 
 

６ 参考文献 
 

https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/monjyo/archive/kyouiku/ohshio/doc/kiktake_mokuroku.pdf
https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/monjyo/archive/kyouiku/kinokunidoyukai/index.html
https://dl.ndl.go.jp/pid/784173/1/1
https://dl.ndl.go.jp/pid/784380/1/1
https://wave.pref.wakayama.lg.jp/bunka-archive/senjin/hamaguchi.html

